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衆
議
院
議
員
鈴
木
宗
男
君
提
出
ロ
シ
ア
政
府
に
よ
る
北
方
領
土
開
発
に
対
す
る
外
務
省
の
対
応
等
に
関
す
る
再
質
問
に

対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

ロ
シ
ア
連
邦
政
府
が
承
認
し
た
「
「
二
千
七
年
か
ら
二
千
十
五
年
ま
で
の
ク
リ
ル
諸
島
（
サ
ハ
リ
ン
州
）
社
会
・
経
済
発

展
」
連
邦
特
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
同
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
の
た
め
に
必
要
で
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る

予
算
総
額
も
含
め
、
承
知
し
て
い
る
。

二
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
〇
五
号
）
二
か
ら
五
ま
で
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と

お
り
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

北
方
領
土
問
題
に
つ
い
て
は
依
然
と
し
て
日
露
間
に
意
見
の
相
違
が
あ
る
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
我
が
国
固
有
の
領
土

で
あ
る
北
方
四
島
の
帰
属
の
問
題
を
解
決
し
て
、
ロ
シ
ア
連
邦
と
の
間
で
平
和
条
約
を
締
結
す
る
た
め
、
ロ
シ
ア
連
邦
政
府

と
の
間
で
交
渉
を
行
っ
て
き
て
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
、
北
方
四
島
が
戦
後
六
十
年
以
上
ロ
シ
ア
連
邦
に
よ
っ
て
不
法
占
拠

一



さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ま
で
北
方
領
土
問
題
の
解
決
に
至
っ
て
い
な
い
。

四
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
年
五
月
十
三
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
三
五
三
号
）
四
か
ら
八
ま
で
に
つ
い
て
及
び
先
の
答
弁
書

（
平
成
二
十
年
五
月
三
十
日
内
閣
衆
質
一
六
九
第
四
〇
四
号
）
三
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

五
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
超
法
規
的
枠
組
み
」
の
意
味
が
明
ら
か
で
な
い
が
、
外
務
省
と
し
て
は
、
ロ
シ
ア
連
邦
が
北
方
四
島
を
不
法

に
占
拠
し
て
い
る
現
状
に
お
い
て
我
が
国
の
企
業
が
北
方
四
島
に
お
い
て
活
動
を
行
う
こ
と
は
、
そ
の
具
体
的
内
容
、
態
様

等
が
あ
た
か
も
北
方
四
島
に
対
す
る
ロ
シ
ア
連
邦
の
管
轄
権
を
前
提
と
し
た
か
の
ご
と
き
も
の
で
あ
れ
ば
、
北
方
領
土
問
題

に
関
す
る
我
が
国
の
立
場
と
は
相
容
れ
な
い
と
考
え
る
。

二


